
令和６年度　第３回朝霞市社会教育委員会議　次第 
 
 

日　時　令和７年２月２６日（水） 
午後２時から 

場　所　市役所４階　４０１会議室 
 
 
１　開　　会 
 
２　あいさつ 
 
３　議　　事 
 
（１）令和７年度生涯学習・社会教育関係事業実施計画（案）について 

 
 
（２）第３次朝霞市生涯学習計画実施計画（令和６年度～令和８年度） 

事業計画（案）について 
 
（３）社会教育委員研修会等参加報告 
　　　（令和６年度南部地区社会教育関係委員・職員研修会） 

 
（４）その他 

 
４　閉　　会



【資料1】

選出の区分 氏　　　　　名 職名又は所属 備　考

タ ナ ベ マ サ ヤ

田邊　　雅也 朝霞第六小学校長

太田　　禎治 朝霞第四中学校長 　

ハラ ヒロアキ

原   　浩明 県立朝霞西高等学校長 　

フ ジ イ フ ミ オ

藤井　　文雄 文化協会幹事長 　

カブラギ トシアキ

蕪木　　利秋 スポーツ協会副会長 　

カ ネ コ ユ キ オ

金子　　幸男 青少年育成市民会議理事 　

ク ラ タ ヒ ト ミ

蔵田　　ひと美 図書館利用者 　

ワタナベ ト シ オ

渡邉　　俊夫 子ども会連合会会長 　

サイトウ ミ ツ シ

齋藤　　光司 人権教育推進協議会会長 　

家庭教育向上活動者
スガワラ シンヤ

菅原　　慎也 朝霞市保護者代表連絡会会長 　

フルカワ サトシ

古川　　　覚 東洋大学教授 　

キ ム ラ ケ イ コ

木村　　啓子
大東文化大学非常勤講師
（元尚美学園大学教授）

　

オ　ジ　マ マ　　チ　　コ

小島　真知子 元社会教育指導員 　

ノ モ ト カズユキ

野本　　一幸 市議会議員
※再任
Ｒ６.１．２５
～　

公募委員
タ　カ　ノ マ　サ　ヨ　シ

髙野　　正芳 公募市民 　

朝霞市社会教育委員名簿

令和５年７月１日～令和７年６月３０日

学校教育関係者

社会教育関係者

学識経験者



生涯学習・スポーツ課　生涯学習係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

あさか学習
おとどけ
講座

市民の主体的な学習機
会の拡充と市政への理
解を深めるため、行政及
び企業メニューで構成さ
れる「あさか学習おとど
け講座」を実施する。

【通年】
・行政メニュー
　市の職員などが講師となり、市の施策
等の説明を行う。
・企業メニュー
　企業等の社員が講師となり、専門的知
識や技能等を活かし講義を行う。

市内在住、
在勤、在学
の5人以上で
構成された
団体

－

子ども大学
あさか

東洋大学生等の学生ボ
ランティア、ＮＰＯ法人、
朝霞青年会議所、教育
委員会が連携し、市の
施設等で、大学の先生
など専門家が子どもたち
の「なぜ」「どうして」など
の疑問に応える講義等
を実施する。

【実施時期】
　　　　7月～12月
　　　　全５回程度実施
【内容】対面による講義等（予定）
　※会場及び講師、テーマ等調整中

小学
4年～6年生

50名
（予定）

生涯学習ガ
イドブック
コンパス
発行

講座・催し物・イベント情
報、サークル情報、施設
ガイド等の生涯学習情
報を提供する。

毎年５月発行
（年１回発行）

市民 2,000部

生涯学習
体験教室 

市民の生涯学習活動へ
の機運を高め、意識啓
発を図ると同時に朝霞
市ボランティアバンク制
度の利用を促進する。

【通年】
・生涯学習ボランティアバンクの　　　　
　活用　　　　　　　　　　　　　　・生涯学習
体験教室の実施
※８月～２月、実施予定

市内在住、在
勤、在学者

20人程度
／１講座

市民企画
講座

市民の創意による学習
機会の形成を促すととも
に､市と市民の協働によ
る生涯学習の推進を図
る｡　

【通年】　
年３回以上で、かつ、学習時間が年4.5
時間以上の市民に開かれた学習会を、
補助金交付団体により開催する。

構成員が5
人以上で、市
内在住、在
勤、在学者で
過半数を占
める団体

補助
団体数
10団体

程度

①【日時】７月21日（月）
　　　　　午前10時～正午（予定）
　【会場】丸沼芸術の森
　【内容】｢親子で作陶してみよう｣
　【講 師】丸沼陶芸倶楽部
　　　　　 榎本　洋二　氏
　　　　　 榎本　美鈴　氏
　　　　　 松本　充夫　氏

②【日時】８月18日（月）
　　　　　午前10時～正午（予定）
　【会場】丸沼芸術の森
　【内容】｢自分たちの作品鑑賞｣
　　　　 「茶道体験」など
　【講師】丸沼陶芸倶楽部講師
　　　　榎本　洋二　氏
　　　　丸沼芸術の森学芸員
　　　  河野　和子　氏

事業・講座名

生
涯
学
習
啓
発
推
進
事
業

芸
術
文
化
振
興
事
業

夏休み親子
陶芸教室

夏休みに親子で参加す
ることにより、絆を深め
るとともに、本物の芸術
に触れることで興味を
持ってもらい、教養も深
めてもらう。

市内在住の
小学生及び
保護者

16組
32人

（予定）
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生涯学習・スポーツ課　生涯学習係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

朝霞市芸術
文化展

文化協会会員による書
道・絵画・手工芸等の展
覧会や、囲碁・将棋の大
会を開催する。

①【日時】５月４日(土)、５日(日)
　　　　　午前10時～午後４時
②【日時】６月８日(日)
　　　　　午前９時30分～
　　　　　囲碁大会
　【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

市民・文化協
会会員

－

市民芸能
まつり

文化協会会員及び一般
応募参加者による民謡、
舞踊、ダンス、吹奏楽等
を発表する。 

【日時】６月８日（日）
　　　　午前10時～午後４時
【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館) 

市民・文化協
会会員

－

朝霞市
文化祭

市民文化の集大成とし
て、文化協会会員及び
一般応募の市民による
華道・書道・絵画・写真・
盆栽・切り絵の展示と、
芸能のつどい、文化協
会の各連盟（茶道、囲
碁、将棋、吟剣詩舞道、
合唱、歌謡、吹奏楽、演
奏家、マンドリン、
TSOA）による、大会、
演奏会等を開催する。ま
た、中高生や、子どもた
ち、障害のある方も積極
的に発表、参加できるよ
うな催しとしても実施し
ていく。

展示部門【中止】
中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰが改修工事の
ため休館

個別発表・大会部門【日程】
10月５日(日)「歌謡発表会｣

10月19日(日)「芸能のつどい」

10月26日(日)「将棋大会」

11月１日(土)「合唱演奏会」

11月２日(日)「囲碁大会」
　　　　　　　　「吟剣詩舞道大会」

11月９日(日)「第７回音楽祭」

11月16日(日)「吹奏楽演奏会」

11月23日(日)「ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ連盟発表会」

11月30日(日)「T･S･O･A発表会｣

【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)

市民・文化協
会会員

－

企業人権
教育研修会

企業内における人権教
育を推進し、差別の解消
と人権意識の向上を目
指して実施する。 

【２月中実施】（予定）
【会場】未定
※講師・テーマ等調整中

県内企業の
人権・同和問
題担当者 

50人
（予定）

人権問題
講演会

様々な人権問題を題材
に、一人ひとりの人権の
大切さを学び、人権意識
の一層の向上を図るた
め実施する。 

【７月中実施】（予定）
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
※講師・テーマ等調整中

市民等 200人
（予定）

芸
能
文
化
振
興
事
業

人
権
教
育
振
興
事
業

市民人権
教育研修会

人権問題に関する正し
い理解を深め、能動的
にあらゆる差別に対処
する指導者の育成を期
して実施する。 

【６月中実施】（予定）
【会場】中央公民館・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
※講師・テーマ等調整中

小中学校長、
学校人権教育
主任、保護者
代表連絡会
長・役員、公民
館担当者、人
権教育推進協
議会役員、家
庭教育学級代
表者

50人
（予定）
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生涯学習・スポーツ課　生涯学習係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

成
人
の
日
記
念
式
典
事
業

成人の日
記念式典

二十歳の節目を迎えた
方を対象に成人の日に
式典を実施することで、
祝い励ますとともに新た
な社会へと送り出す。 

【日程】
　令和８年１月12日（月･祝）

【会場】ゆめぱれす(朝霞市民会館)
      　大ホール
【内容】記念誌編集委員による、
　　　　市長への答辞、２０歳の
　　　　メッセージ等の式典を
　　　　実施する

平成
17(2005)
年4月2日か
ら
平成
18(2006)
年4月1日に
生まれた方 

対象者
約1,300

人
(見込)

子育て講座 乳幼児を持つ親が子育
てについて学ぶ講座を
実施することで、子育て
の悩みや不安を解消し、
家庭の教育力の向上を
図る。

全３回
 ７月、10月、令和８年２月
　実施予定

保健センター
の「母と子の
つどい」に参
加する親子 

各回
30人程度

家庭教育
学級事業
補助事業

地域社会との関わりの
中で親自身のあり方を
考え、子どもの健全な発
達を促す家庭教育に関
する自主的学習活動
を、奨励・支援する。

５月～２月
社会教育関係団体や市民で構成される
学級が、家庭教育に関する学習事業を
開催する場合、対象経費の一部を補助
する。

※学習内容、会場等は各学級による。

市内の社会
教育関係団
体及び市内
に在住する
親等で構成
される団体 

５学級
（予定) 

家庭教育
学級補助
事業

学校等との連携を図り
ながら、家庭教育に関す
る自主的学習活動を奨
励・支援する。

５月～２月 
ＰＴＡ等の団体が、子育て中の親や子育
てに関わる大人の学びの場として年３
回以上の学習会を開催する場合、対象
経費の一部を補助する。

※学習内容、会場等は各学級による。

市内の
保育園、
幼稚園、
小学校、
中学校の
ＰＴＡ等 

12学級
（予定) 

家庭教育
学級合同
講演会

子育て世代の親が、次
世代を担う子どもたちに
いかに向き合い、その成
長を促していくかについ
て考える子育ての一助
となるよう、家庭教育の
視点で講演会を実施す
る。

【11月実施】（予定）
【会場】産業文化センター
※講師・テーマ等調整中

家庭教育
学級生、
市民

150人
（予定)

家
庭
教
育
推
進
事
業
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生涯学習・スポーツ課　生涯学習係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

プログラム提供型
【夏季休業期間】（予定）
　連続する５日間の午前中に
　各校５日間、 計30日間実施予定
【土曜日】（予定）
　令和７年９月～令和７年２月
　各校６回、計36回実施予定
　土曜日午前中、各校全6回実施
【実施予定校】
　市内小学校６校
　（一小、三小、四小、五小、
　七小、十小）
【実施予定内容】
　科学遊び、バランスボール、
　キッズヨガ、工作教室、書道等
　宿題・自習（夏季休業期間）

市内在住の
小学生 

各教室
30人程度

居場所提供型
【実施校】
　朝霞第六小学校・朝霞第八小学校
【対象】
　実施校に通学する児童
【開催日】
　平日（月曜日～金曜日）
　　放課後～午後５時
　長期休業期間
　　午前９時～午後５時
　　※10月～2月は午後4時30分まで
【休日】
　土日祝日・学校代休日・県民の日
　開校記念日・学校閉庁日（年末年
　始・お盆）　

朝霞第六小
学校第八小
学校に通学
する小学生

各教室
１日

１００人程
度

放
課
後
子
ど 
も
教
室
事
業

放課後
子ども教室

安心安全な子どもの居
場所及び活動拠点を設
け、地域の方々の参画
を得て、子どもたちと共
にスポーツ・文化活動・
地域の方々との交流活
動等の取組を推進する
ことを目的とし、プログラ
ム提供型を
土曜日のほか、夏季休
暇中に実施する。
また、放課後の安心安
全な居場所づくりを推進
するため、学校の余裕教
室を活用し、居場所提
供型の平日及び長期休
業期間に実施する。
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生涯学習・スポーツ課　スポーツ係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

道路の一部を示した地
図(コマ図)を見ながら
設定されたコースを歩
き、時間とクイズ得点で
順位を決めるウォーキ
ングゲームを行いま
す。

【日時】４月13日（日）
　　　　午前８時30分～午後１時
【会場】朝霞第十小学校を起点とした
　　　　コース
【主管】朝霞市スポーツ推進委員
      　連絡協議会

市民
（小学生以
上）

15組
60名

市
民
ス
ポ
ー
ツ
教
室

ボッチャ
教室

スポーツ振興と市民の
親睦、健康増進を図る
ため、年齢を問わず、
誰にでも簡単にできる
ボッチャ体験教室を行
います。

【日時】２月５日(木),６日(金)
　　　　　午後６時30分～
　　　　　　　　　　午後８時30分
【会場】総合体育館サブアリーナ
【講師】朝霞市スポーツ推進委員
      　　連絡協議会

市民
（小学生以
上）

12組24名

ミニテニス
教室

小学生がスポーツに親
しめるように、ミニテニ
ス教室を行います。

【日時】７月29日(火)～31日(木)
　　　　※３日間
　　　　午前９時～正午
【会場】総合体育館メインアリーナ
【講師】朝霞市スポーツ推進委員
      　連絡協議会

64名

なぎなた
教室

小学生がスポーツに親
しめるように、なぎなた
教室を行います。

【日時】８月５日(火)～７日(木)
　　　　※３日間
　　　　午前９時～正午
【会場】総合体育館サブアリーナ
【講師】朝霞市なぎなた連盟

30名

オリンピックレガシーを
引継ぎ、体験会を通し
て射撃を行うことで競
技に親しむ。

【日時】８月中実施予定
【会場】総合体育館サブアリーナ
【主管】埼玉県ライフル射撃協会

どなたでも 120名

スポーツ振興と市民の
親睦、健康増進を図る
ため、市民体育祭を開
催する。地区対抗種
目、自由種目、スポー
ツ団体紹介、体育賞表
彰を行う。

【日時】10月12日（日）
　　　　午前８時30分～午後３時
【会場】中央公園陸上競技場

市民　 －

持久走の普及と体力の
向上を図るため、小学
生、中学生、親子、一
般、壮年の各男女によ
るタイムレースとして大
会を行う。

【日時】11月23日(日･祝）
　　　　[勤労感謝の日] 
　　　　午前８時30分～午後１時
【会場】中央公園及び朝霞の森周辺

小学生
以上　

－

事業・講座名

第29回朝霞市
民ウォークラ
リー大会

ビームライフル・
ビームピストル
スポーツ射撃
体験会

第70回朝霞市
民総合スポーツ
大会
市民スポーツ大
会

第64回朝霞市
ロードレース
大会

小
学
生
ス
ポ
ー
ツ
教
室

小学生（4
～6年生）
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生涯学習・スポーツ課　スポーツ係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

市民のスポーツの振興
と健康増進を図るた
め、陸上競技場を個人
に無料で開放する。

【日時】毎週火曜日
　　　　午後５時15分～午後９時
　　　　第２･４土曜日
　　　　午前９時～午後４時45分
【会場】中央公園陸上競技場

市内在住・
在勤・在学
者

－

市民スポーツの振興と
健康増進を図るため、
総合体育館を個人に
開放する。（卓球・バド
ミントン・ミニテニス等）

【日時】毎週火曜日
　　　　正午～午後6時
　　　　毎週水曜日 
　　　　午後３時30分～
　　　　午後９時30分
【会場】総合体育館　
　　　　使用料(２時間あたり)

　一般･高校生：１５０円
　中学生以下 ：  ７０円
　市外居住者 ：３００円

どなたでも　 －

市内小・中学校の体育
館・校庭・武道場・テニ
スコートを利用し、団体
等に貸出をする。

利用日程、時間については各学校により
異なる

市民・在勤
者(登録団
体)

－

幼児・児童の心身の健
全な育成を図るため開
場する。

【期間】７月19日（土）から
　　　　8月31日（日）まで
　　　　44日間
【時間】午前の部
　　　　９時30分～午後０時45分
　　　　午後の部
　　　　１時45分～午後５時
午前・午後の２部制とするかどうかは、現
在検討中

未就学児
及び付添
い人・
小学生

朝霞市と越生町の都市
間交流事業として、自
然豊かな早春の越生
の野山を愛でながらハ
イキングを行い、市民
相互の交流を深め、健
康増進を図る。

【２月中開催】（予定）
※日時等調整中

どなたでも 定員制限
なし

陸上競技場
個人開放

総合体育館
個人開放

学校体育
施設開放

溝沼子ども
プール

越生町交流事
業
（ハイキング
大会）

ねんりんピック
リハーサル大会
（空手道）

令和８年度に行われる
本大会に向けて、リ
ハーサル大会を開催す
る。

【日時】９月２８日(日）
【会場】朝霞市立総合体育館

未定
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文化財課　文化財保護係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

文化財保護
関係団体の
助成

文化財保護関係団体に補
助金を交付し、活動を助
成する。　

補助金の交付　７月
・民俗芸能保存２団体
（根岸野謡保存会、溝沼獅子舞
　保存会）
・史跡保護1団体
（一夜塚古跡保存会）　

文化財保
護関係団
体　

－

文化財保護
普及・啓発

文化財が市民共有の財
産であるという意識を啓
発・醸成するための情報
提供等を行う。

文化財の重要性をアピールし、保
護・普及していくため、市ホーム
ページ等を通じて文化財や事業に
関する情報提供を行う。

－ －

湧水代官水 市指定天然記念物「湧水
代官水」について、清掃や
水質検査等適切に管理
し、文化財保護を図り、公
開に資する。　

【通年】　 － －

柊塚古墳
歴史広場

県指定史跡「柊塚古墳」に
ついて、清掃や樹木剪
定、除草等適切に管理
し、文化財保護を図り、公
開に資する。　

【通年】　 － －

広沢の池 市指定史跡「広沢の池」に
ついて、井戸水補給や水
質検査、周縁部の清掃・
除草等適切に管理し、文
化財保護を図り、公開に
資する。　

【通年】　 － －

二本松 市指定史跡「二本松」につ
いて、剪定や指定地の除
草等適切に管理し、公開
に資する。　

【通年】　 － －

試掘調査　 開発行為・建築工事等に
伴い埋蔵文化財の確認
調査を行う。　

【随時】 開発行為
等事業者　　

－

発掘調査　 開発行為・建築工事等に
伴い発掘調査を行い、記
録保存する。　

【随時】 開発行為
等事業者　　

－

資料整理 発掘調査の記録を整理
し、報告書を作成し、公開
する。　

・報告書作成
・報告書刊行のための資料作成
・出土金属製品の保存処理

－ －

事業・講座名

文
化
財
保
護
普
及
事
業

指
定
文
化
財
等
保
護
管
理
事
業

埋
蔵
文
化
財
調
査
保
存
事
業　
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文化財課　文化財保護係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

維持管理 消防設備、空気調和設備
等の保守点検を行い、施
設の維持管理を図る。　

消防設備、空気調和設備等の保守
点検を行う。　

－ －

展示 発掘調査の記録等につい
て、埋蔵文化財センター
で出土品や写真パネルを
展示し、公開する。　

【通年】　 － －

維持管理 清掃等の日常管理、敷地
内の除草・樹木剪定、設
備の保守点検等、適切な
管理を行い、文化財保護
を図り、公開に資する。　

【通年】　 － －

体験学習 敷地内の畑を活用した農
業体験や、地域の郷土食
や年中行事に関する体験
学習を行い、郷土に対す
る理解を図る。

【日程】
①６月～７月　七夕の短冊作り
②６月　じゃがいも掘りをしよう
③10月　さつまいも掘りをしよう　
④11月　さといも掘りをしよう
⑤1月　お正月あそび

どなたでも
① 定員な
し
② 10組
③ 10組
④ 10組
⑤ 定員な
し

旧高橋家
住宅
ガイドツアー

体験学習等の機会にあわ
せて旧高橋家住宅や年中
行事等について解説し、
理解を深める。 

【日程】
①６月　１回
②７月　１回　
③８月　１回
④10月　１回
⑤11月　２回

※体験学習開催時等に実施

どなたでも 定員なし

旧高橋家
住宅
どきどきツアー　

旧高橋家住宅で自然観
察や昆虫採集を行うとと
もに、敷地内で採集した
標本等を利用して学習を
深め、夏休みの自由研究
等への取り組みの一助と
する。

【日程】
①７月
②８月

①小学生
と保護者
②小学生

① 10組

② 25人

郷土の伝統
芸能鑑賞
教室
根岸野謡

郷土の伝統芸能の保護・
啓発を図るため、旧高橋
家住宅で市指定無形文
化財「根岸野謡」を公演す
る。

【日程】
　11月

どなたでも －

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
管
理
事
業

旧
高
橋
家
住
宅
管
理
運
営
事
業　
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文化財課　文化財保護係

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

年中行事 地域に伝わる年中行事に
ついての展示を行い、郷
土に対する理解を図る。

【日程】
①４月下旬～５月上旬    五月節句
②６月下旬～７月上旬　  七夕飾り
③８月中旬　　　　　　　　　盆棚
④９月中旬～10月中旬   月見
⑤９月下旬　　　　　　　    秋の彼岸
⑥11月　　　　　　　         荒神様
⑦11月　　　　　　　         十日夜
⑧11月中旬～下旬　　    恵比寿講
⑨12月下旬～１月中旬   正月飾り
⑩１月中旬　　   　　        小正月
⑪１月中旬～下旬  　      恵比寿講
⑫２月上旬　　 　            節分
⑬２月上旬　　 　            初午
⑭２月中旬～３月上旬     三月節句
⑮３月下旬　　　　　         春の彼岸

－ －

ボランティア等により畑を
耕作し、収穫物を体験学
習等に活用する。

【通年】 － －

「綿育て隊」を募集し、和
綿の栽培方法や利用方法
を学習する。

５月～12月 どなたでも 6組

展示　 旧高橋家住宅主屋や根
岸台市民センター資料
コーナーで民具等の展示
を行い、資料の活用を図
る。

【通年】 － －

旧
高
橋
家
住
宅
管
理
運
営
事
業　

畑等の活用

9



文化財課　博物館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

＜考古分野＞
「遺跡が語る
朝霞」
＜歴史分野＞
「陸の道と水
の道」
＜民俗分野＞
「水となりわ
い」

朝霞の歴史や文化につい
て、遺跡とその出土品、川
越街道と膝折宿、舟運と
東上線、水車利用の伸銅
を取り上げ、エポック展示
として紹介する。

【通年】 － －

民俗分野
「むかしのくら
し」

昭和30～40年代頃のく
らしの風景や道具につい
て紹介する。

【日程】
  ６～８月、３月
  ※企画展・テーマ展示等
  開催時は撤収・入替

－ －

美術・工芸分
野
「朝霞の美
術・工芸」

市内に伝わる染色、仏像・
神像を取り上げ紹介す
る。

【日程】
  ６～８月、３月
  ※企画展・テーマ展示等
  開催時は撤収・入替

－ －

第38回企画
展
「根岸古墳群
と内間木古墳
群 ～朝霞の
古墳時代～」

朝霞にある二つの古墳群
のうち、柊塚や一夜塚が
知られる根岸古墳群につ
いてはこれまでよく紹介さ
れてきた。そこで今回は、
対をなす内間木古墳群の
近年、あるいは速報的な
調査成果を採り上げなが
ら、両古墳群とその時代
について紹介する。

【日程】
　令和７年３月８日(土)～５月６日
(火)

　※前年度継続事業

－ －

第３９回企画
展
「旅と宿場 ～
川越街道膝
折宿を中心に
～」(仮称)

朝霞の歴史や文化に関連
した事柄についての学芸
員による調査・研究の展
示を行う。

【日程】
　11月8日（土）～12月14日（月）
　（予定）

－ －

テ
ー
マ
展
示

朝霞市県展
作品展　

第73回埼玉県美術展覧
会(県展)において出品さ
れた市内作家の入選作品
等を集めて紹介する。

【日程】
  ９月１３日(土)～９月２８日(日)
　（予定）

－ －

あさか発掘調
査速報展

令和６年度に実施した市
内の発掘成果について、
出土した土器や発掘調査
の写真パネル等を中心に
紹介・展示する。

【日程】
　７月～８月

－ －

冬のギャラ
リー展示

朝霞の歴史・民俗・美術に
関わるテーマで、写真パ
ネルを中心とした展示を
行う。

【日程】
  令和８年１月～６月
  ※次年度に継続

－ －

事業・講座名

常
 
設

　展

　示

企
画
展

ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
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文化財課　博物館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

収
蔵
資
料
紹
介
展
示

「昔の道具」 「昔の道具」を展示する。 【日程】
　１２月～３月（予定）

－ －

朝霞や周辺地域における
郷土史について学習す
る。

【日程】令和8年１月～３月
【講師】大学教授等

一般 40人 

朝霞市内に残る古文書を
読み解き、古文書の読み
方とともに地域の歴史を
学ぶ。

【日程】12月～３月
【講師】大学講師等

一般 40人 

体験学習をとおして、郷
土史や伝統文化への興味
と理解を育てる。　　　

【日程】４月～３月
【講師】専門技術団体
       　当館学芸員等

各回ごと
に設定

各回ごとに
設定

小学生を対象とした体験
学習を行い、郷土の自
然・歴史への関心を喚起
するとともに、夏休み自由
研究の一助とする。

【日程】７月～８月
【講師】専門技術団体
　　　　 当館学芸員等

小学生 各回ごとに
設定

小学校３年生
博物館利用
授業

郷土学習を始める市内小
学校3年生を対象に、調
べ学習、体験学習などの
博物館利用授業を行う。

【３学期】
　(学校の希望日）

市内小学
校３年生

－

小学校１年生
博物館利用
授業

小学校１年生国語科「たぬ
きの糸車」に伴う資料貸
出を行う。　

【2学期】
　(学校の希望日）

市内小学
校１年生

－

博物館利用
検討委員会

市内小中学校教諭からな
る同委員会にて、上記プ
ログラムなどの博学連携
事業等について検討し、
学校の博物館利用促進を
図る。

【定例会兼研修会】年１回
【主催】博物館利用検討委員会
【講師】当館学芸員

市内小中
学校教諭

－

博物館
学芸員実習

学芸員養成課程履修学
生の館務実習を受け入れ
る。

【日程】
　８月（※７日間）

大学生 6人

歴史講座
（連続３回）

古文書講座
（連続６回）

博物館体験教室
（全５回）

夏休み体験教室
（全３回）

博
学
連
携
事
業
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※令和７年９月～令和８年８月まで長寿命化改修工事のため休館予定 中  央  公  民  館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

充実した日々を送るため
に生涯にわたって学習し
ていけるような環境を提
供する。

【日程】　※９月から改修工事予定
のため、実施できない見込み

市民 －

健康に対する意識が高ま
る中、健康づくりに関する
手軽で身近なテーマを学
習する。

【日程】
５月2９日（木）（予定）
【内容】「ろっ骨エクササイズで身体
機能を整えよう」

市民 未定

中央公民館の施設特性を
活かし、小学生を対象に
プラネタリウム、スライドや
天体望遠鏡を使用し、子
どもたちの天体への興味
を広げる機会とする。

【日程】　※９月から改修工事予定
のため、実施できない見込み

小学生と
その保護者

－

小学生を対象とした理科
教室を実施し、発見する
喜びや考える力を育む。　

【日程】７月２３日（水）　(予定) ①小学校
　4～6年生
②小学校
　1～３年生

各回30人

くらしに役立つさまざまな
文化について学習する。

【日程】
　６月　（予定）

市民 30人

人権に対する正しい理解
と認識を深め、生活の中
にある人権問題への意識
を高める。

【日程】　未定 市民 50人

一般投映 毎週日曜日の午前と午後
に季節に応じた番組を投
映する。

【日時】
毎週日曜日
①午前11時
②午後１時30分
③午後３時
観覧料　子ども１００円
　　　　大人　２００円
（朝霞市在住・在勤・在学以外は上
記の５割増料金）　※９月から改修
工事予定のため、４月～８月まで実
施予定

どなたでも 90人

特別投映 季節ごとの番組投映のほ
か、星座の神話解説、クイ
ズなどの企画を春・夏・冬
休みの期間中などに実施
する。

【日程】
※９月から改修工事予定のため、
上半期（春休み（４月初旬）・ゴール
デンウイーク、夏休み、彩夏祭、サ
マーフェスティバル（８月下旬））に
実施予定

どなたでも 90人

団体投映 一般投映の他に、団体か
らの依頼によりプラネタリ
ウムの投映を行う。

【期間】
　小学校、中学校、保育園等からの
依頼により実施。　※９月から改修
工事予定のため、４月１日～８月上
旬頃まで実施予定

どなたでも 90人

公民館利用団体が日ごろ
の学習成果を発表し、相
互の親睦を深めるととも
に、地域の方々との交流
を図る。

第４０回サマーフェスティバル
【日程】８月下旬実施（予定）

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

悠ゆう大学　

さわやか健康
教室

こども天体教室

サイエンス
キッズ

成人教養講座

人権教育講座

サマー
フェスティバル

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
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東  朝  霞  公  民  館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

多種多様な文化や教養を
学び、体験することで、生
涯学習を始める機会を提
供し、参加者同士のコミュ
ニケーションを深める場と
する。　

【日程】5月～3月
　全４回（予定）

市民 未定

健康に対する意識が高ま
る中、健康づくりに関する
手軽で身近なテーマを学
習する。

【日程】5月～3月
　全２回（予定）

市民 未定

乳幼児期の子育ての知識
やコツ、子育て世代の交
流の場を提供し、乳幼児
の健やかな育ちとパパ・マ
マたちの育児を支援す
る。

【日程】5月～3月
　全２回（予定）

子育て世代 未定

子ども同士で楽しく学び
ながら、異なる年齢の子
ども同士のふれあいや交
流を行う。また、親子のコ
ミュニケーションを深める
機会を提供する。

【日程】5月～3月
　全２回（予定）

子ども 未定

家族のふれあいを深める
ため、親子で楽しめる映
画を上映する。また、幅広
い年齢層の方々に楽しん
でもらえる、名作や懐かし
い作品を上映する。　

【日程】5月～3月（予定）
【内容】子ども映画会　1回
　　　　大人の映画会　1回

市民 未定

人権に対する正しい理解
と認識を深め、生活の中
にある人権問題への意識
を高める。

【日程】下半期（予定） 市民 未定

公民館利用団体が日ごろ
の学習成果を発表し、相
互の親睦を深めるととも
に、地域の方々との交流
を図る。

第44回東朝霞公民館まつり
【日程】
　11月実施（予定）

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

生活教養講座

さわやか健康
教室

育児パパ・ママ
応援講座

子どもふれあい
広場

映画会

人権教育講座

公民館まつり
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西  朝  霞  公  民  館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

成人を対象に、自己の実
現と生きがいある生活を
求めることを目的とし、日
常生活の充実や地域社会
への参加などについて学
習する。

①【日程】11月実施(予定)
　【内容】「レザークラフト」(予定)

②【日程】5月〜２月実施(予定)
　【内容】「発酵食品」(予定)

どなたでも ①10人
②10人

健康に対する意識が高ま
る中、健康づくりに関する
手軽で身近なテーマを学
習する。

①【日程】５〜６月実施（予定）
　【内容】「フラダンス」
　【講師】齋藤　葉津子氏

②【日程】5〜３月実施(予定)
　【内容】「整体」(予定)
　【講師】ロイテ整体院

どなたでも ①15人
②未定

日本の伝統文化を学び、
体験することを通じて、そ
の良さを再認識するとと
もに、自己の実現と生き
がいある生活を求めるこ
とを目的とし、学習する。

【日程】12月実施(予定)
【内容】「書き初め」(予定)

小学生 未定

小・中学生を対象に身近
な材料を利用した工作や
簡単な料理などを通じ、
自主性と協調性を育み、
地域社会の一員として参
加できるよう学習する。

①【日程】７月実施(予定)
　【内容】「マトリョーシカを作ろう」
　　　　　　(予定)

②【日程】７〜８月実施(予定)
　【内容】「夏休み子どもチャレンジ」

③【日程】８月実施(予定)
　【内容】「親子でクッキング」

④【日程】７〜８月実施（予定）
　【内容】パステルアート

⑤【日程】１２月実施予定
　【内容】「親子ピザ作りにチャレ
　　　　　　ンジ」

①小学生
②小学生
③小学生と
保護者
④小学生
⑤小学生と
保護者

①10人
②未定
③５組
④未定
⑤未定

事業・講座名

成人教養講座

さわやか健康
教室

伝統文化講座

レッツ
・チャレンジ　
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西  朝  霞  公  民  館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等事業・講座名

子育てについての知識を
習得し、子育てに関わる
者相互の交流を図り、地
域でのよりよい子育てに
ついて考え、実施する機
会を提供する。

①【日程】４月～３月９回
　　　　　　　　　　　　　実施(予定)
　　　午前10時30分～10時50分
　【内容】｢絵本の時間ぽぽたいむ｣
　【講師】西朝霞公民館職員

②【日程】4月26日（土）
　　　　　　　　　　または27日（日）
　【内容】「親子で子どもの日
　　　　　　　　　　　　　・色水遊び」

③【日程】７月実施(予定)
　【内容】｢親子で七夕あそび」
　　　　　　(予定)

④【日程】１月実施(予定)
　【内容】｢親子で節分豆まき」
　　　　　　(予定)

①未就学児
と保護者
②〜④小学
生以下と保
護者

①各回8組
②〜④20
組

良い映画を見ることによ
り、創造性豊かな幼児・児
童の健全育成を図る。
また、大人を対象とした映
画会を開催する。

①【日程】８月実施（予定）
　【内容】｢夏休み映画会｣

②【日程】３月実施（予定）
　【内容】｢春の映画鑑賞会｣

どなたでも ①未定
②未定

人権問題の正しい理解と
認識を深め、生活の中に
ある人権問題への意識を
高める。

【日程】２月実施（予定） 市民 未定

公民館利用団体が日ごろ
の学習成果を発表し、相
互の親睦を深めるととも
に、地域の方々との交流
を図る。

【日程】10月実施（予定） 公民館利用
団体･市民

定員制限
なし

サークル活動を実際に見
学・体験することで、生涯
学習活動に参加するきっ
かけにするとともに、サー
クル活動の活性化を図
る。

【日程】３～４月実施(予定) 公民館利用
団体・市民

定員制限
なし

育児講座

映画会

人権教育講座

公民館まつり　

サークル見学・
体験月間



南朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

子どもたちが地域での生
活をより豊かなものにし
ていく機会をつくり、子ど
もたちの情操や知識を高
めるとともに低年齢層の
公民館利用の促進を図
る。　

【日程】
　9月～3月　
　全2回（予定）

小学生 未定

豊かな生活を送るため、
日常に役立つさまざまな
知識を学び教養を身につ
ける。

【日程】
　9月～３月　全2回予定

市民 定員

健康に対する意識が高ま
る中、健康づくりに関する
手軽で身近なテーマを学
習する。

【日程】
　9月～３月　全2回予定

市民　 定員

家族のふれあいを深める
ため、親子で楽しめる映
画を上映する。また、おと
なの映画会を開催し、幅
広い年齢層の方々に懐か
しい映画を楽しんでいた
だく。

【日程】
　9月～３月　予定

どなたでも 定員

人権に対する正しい理解
と認識を深め、生活の中
にある人権問題への意識
を高める。　　

【日程】
　未定

市民　 未定

公民館利用サークルが日
ごろの学習成果を発表
し、利用者相互の親睦を
深めるとともに、地域交流
を図る場とする。

第38回南朝霞公民館まつり
【日程】　未定

公民館
利用団体
市民

定員制限
なし

サークル活動の体験機会
を設け、市民が自分に
合った生涯学習活動を発
見するきっかけにするとと
もに、活動の活性化を図
る。

【日程】
　未定

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

南っ子クラブ　

生活教養講座　

さわやか健康
教室

映画会

人権教育講座

公民館まつり

サークル体験
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北朝霞公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

講義や実習を通じて学ぶ
ことの大切さや楽しさを確
認するとともに、参加者の
交流を支援する。　

①詳細未定
【日時】6月実施予定　

②詳細未定
【日時】9月実施予定　

③詳細未定
【日時】１2月実施予定

市民 未定

子どもの成長にとって大
切な幼児期の育児につい
て学び、子育て中の仲間
づくりを支援する。　

①詳細未定
【日時】７月実施予定

②詳細未定
【日時】8月実施予定

③詳細未定
【日時】１1月実施予定

①未定
②未定

定員
①　未定
②　未定

遊びやスポーツを楽しみ
ながら子どもたちの創造
性、自主性等を養う。　

①詳細未定
【日時】７月実施予定

②詳細未定
【日時】令和8年１月実施予定

①未定
②未定

定員
①　未定
②　未定

健康に対する意識が高ま
る中、健康づくりに関する
手軽で身近なテーマを学
習する。

①詳細未定
【日時】７月実施予定

②詳細未定
【日時】９月実施予定

③詳細未定
【日時】１2月実施予定

①未定
②未定
③未定

定員
①　未定
②　未定
③　未定

映画等を鑑賞することで
情緒豊かな心を育み、年
齢を超えた交流を深める
ことを目的とする。　

①詳細未定
【日時】5月実施予定

②詳細未定
【日時】8月実施予定

③詳細未定
【日時】１1月実施予定

定員
①　なし
②　なし
③　なし

事業・講座名

教養講座　

子育て講座　

わんぱく
キッズランド

さわやか健康
教室

映画会　
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北朝霞公民館

人権に対する正しい理解
と認識を深め、生活の中
にある人権問題への意識
を高める。

【日程】
　１月実施（予定）

市民　 未定

公民館利用団体が日ごろ
の学習成果を発表し、相
互の親睦を深めるととも
に、地域の方々との交流
を図る。

第44回北朝霞公民館まつり
【日程】
　10下旬実施（予定）

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

人権教育講座　

公民館まつり　
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内間木公民館

趣旨・内容 日程・概要 対象 定員数等

豊かで潤いのある生活を
送るため、さまざまな体験
により、知識を深め、日々
の暮らしに役立てることを
目的とする。　

【日程】
7月～3月　　6回予定

市民 未定

健康に対する意識が高ま
る中、健康づくりに関する
手軽で身近なテーマを学
習する。

【日程】
7月～3月　　3回予定

市民 未定

こどもたちが様々なもの
づくりや体験を通して、自
ら挑戦し学ぶことの楽しさ
や創造性を育むことを目
的とする。　

【日程】
7月～3月　　3回予定

①小学生 未定

親子が共に楽しめ、季節・
行事にちなんだ映画や、
成人を対象とし名作と呼
ばれる作品も上映し、鑑
賞者のコミュニケーション
づくりを図る。　

【日程】８月実施予定
全１回予定

どなたでも 未定

人権に対する正しい理解
と認識を深め、生活の中
にある人権問題への意識
を高める。　

【日程】１月実施（予定） 市民 未定

公民館利用団体が日ごろ
の学習成果を発表し、相
互の親睦を深めるととも
に、地域の方々との交流
を図る。

第4３回内間木公民館まつり
【日程】11月頃実施予定

公民館利用
団体
市民

定員制限
なし

事業・講座名

生活教養講座

さわやか健康
教室

こどもランド

映画会

人権教育講座

公民館まつり
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図書館本館

趣   旨  ・  内   容 日   程 対　象 定員数等

多様なテーマの講座を開催するこ
とで、知識の拡張・深化、読書活動
の推進を図る。

【日程】
　年１回開催(予定)

市民 30人

青少年向けの講座を通して、図書
館利用のきっかけと、本に親しむ
機会を提供する。

【日程】
　年１回開催(予定)

青少年 30人

子どもを取り巻く大人を対象に、
子どもの成長に読書が果たす役
割や、本と出合うことの大切さなど
を伝え、子どもの読書活動の推進
を図る。                               

【日程】
　年１回開催(予定)

市民（子供を
取り巻く大
人）

30人

赤ちゃんがお腹にいる時から話し
かけ、読み聞かせを行うことで、親
子のきずなを深めていくこと、ま
た、読み聞かせの楽しさや大切さ
を実演を交えながら伝えていく。

【日程】
　年３回程度開催(予
定)

妊婦とその
家族

12人

乳幼児健診時に、絵本の読み聞か
せを体験とともにファースト・ブッ
クとなる絵本を配布し、乳児とそ
の保護者に絵本の楽しさ、乳幼児
の発達に有用であることを伝え、
親子の触れ合いを育み、大切にし
てもらう。

【日程】
　毎月２回(水曜日)
　実施（予定）

4ケ月乳児と
保護者

24回

ブックスタート事業のフォローアッ
プ事業。赤ちゃんと保護者が読み
聞かせやわらべうたなどを体験
し、乳幼児期から絵本とふれあう
ことの大切さ、楽しさを知ってもら
う。また、赤ちゃん連れでも気軽に
図書館を利用できることをＰＲし、
図書館の利用を促進する。

【日程】
　毎月1回
 　　(午前・午後)

乳児と
保護者

1回あたり
10組

（読み聞かせなど）
絵本・紙芝居の読み聞かせ、ス
トーリーテリングなどを通して、本
の楽しさや図書館を身近なものに
感じてもらうともに、読書の幅を広
げる。

【日程】
　毎週木曜日
　午後３時～

幼児
児童

１回あたり
9組

(18人程度)

事業・講座名

一般向け講座

青少年対象
講座

児童文化講座

プレママ・
パパ絵本講座
～おなかの赤
ちゃんと絵本を
楽しんでみましょ
う～

ブック・
スタート

赤ちゃんと
ママ・パパの
おはなし
タイム 

うさみみ
タイム
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図書館本館

趣   旨  ・  内   容 日   程 対　象 定員数等事業・講座名

おたのしみ
おはなし会

おはなし会を開催し、読書のきっ
かけ作りとして、また、本の楽しさ
を伝え、図書館を身近に感じても
らう。

【日程】
4月23日～５月12日の
土曜または日曜の1日
 ①午前10時30分
                ～11時
 ②午後2時～2時30分
（予定）

①幼児
②小学生

30人

おたのしみ
映画会

児童文学を原作とした映画を上映
し、読書のきっかけ作りや図書館
利用を図る。

【日程】
4月23日～５月12日の
土曜または日曜の1日
 ①午前10時～
 ②午後2時～
（予定）

①幼児
②小学生

30人

夏休みに子ども向けおはなし会を
開催することで、読書のきっかけ
作りと図書館の利用促進を図る。

【日程】
　夏休み期間中
　(予定)

幼児
小学生

30人

夏休みに児童文学を原作とした映
画を上映し、図書館の利用促進と
良書を読むきっかけ作りとする。

【日程】
　８月(夏休期間中)
　（予定）

小学生以上 30人

クリスマスに関連する本を紹介す
ることで、本への興味を広げるとと
もに、図書館の利用と読書への関
心を深める。

【日程】
　12月実施（予定）

小学3年生
以下

30人

名作や話題になった映画等を上
映することで、図書館来館への契
機作りとして、図書館のＰＲと利用
促進を図る。

【日程】
　年６回開催
　偶数月の第2日曜日
(予定）

市民 30人

まつり実行委員会が催しものや講
演会を企画・構成し、図書館と利
用者の協働で事業を実施すること
で、図書館への理解を深め、参加
者相互の親睦を図り、図書館の利
用をさらに促進する。

【日程】
　６月28日(土）
 　　  29日(日）

市民 －

コンサート実行委員会が中心にな
り、自らの企画でコンサートを開
く。
参加者相互の親睦を図り、図書館
の利用をさらに促進する。

【日程】
　５月25日(日)

市民 －

タイトルも内容も分からない状況
で本を借りることで、本への興味
や読書の幅を広げ、図書館利用の
促進を図る。

【日程】
　令和8年1月上旬
（予定)

市民 －

＜子ども
　　読書の日＞

こどもの読書週間（4月23日～5月12日）に読書の楽しさ、本との出会いのきっかけを作
る。

夏休み
おはなし会

夏休み
こども映画会

クリスマス
おはなし会

シネマ・ライブ
ラリー

図書館まつり

らいぶらり
コンサート

本の福袋
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図書館本館

趣   旨  ・  内   容 日   程 対　象 定員数等事業・講座名

普段は入れない書庫を見学する。
合わせて、図書館の使い方、図書
館の裏方の仕事も紹介し、より図
書館を身近に感じていただき、読
書への関心を高め、利用促進を図
る。

【日程】
各回年1回開催
①②夏休み期間中
③日程未定

①小学4年生
～6年生
②中学生・高
校生
③成人

①15人
②10人

 ③20人

利用者からの意見・要望等を聞
き、今後の図書館運営の参考とす
る。

【日程】
　年１回開催(予定)

図書館利用者 －

書庫見学
ツアー

図書館利用者
懇談会
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図書館　北朝霞分館

事業・講座名 趣   旨  ・  内   容 日   程 対　象 定員数等

えんじょい
きっず

図書館業務を体験することによ
り、本に興味を持ってもらい、図書
館の利用を促進する。

【日程】
　7月30日(水)
　　　 31日(木)
　8月　6日(水)
　　　　 7日(木)
　実施（予定）　　　　　　

小学生3年
生～6年生

16人

名画THE分館 名作と言われる作品を、大画面で
上映し、映画の醍醐味と楽しさを
知ってもらい、作品にまつわる資
料への関心を高め、図書館の利用
を促進する。

【日程】
　年１回開催
　８月17日(日)
　実施（予定）

市民 168人
(ホール定員）

キッズ シネマ 児童映画を通じて、作品のストー
リーや登場人物に興味を持つこと
によって、本を読むきっかけにして
もらうとともに、図書館の利用を促
進する。

【日程】
　10月13日(月・祝)
　実施（予定）

幼児
児童
保護者

168人
(ホール定員)

絵本の
よみきかせ

幼児や児童が興味を持つ絵本・紙
芝居の読み聞かせなどを通して、
本の楽しさや図書館を身近なもの
に感じてもらう。

【日時】
　４月～10月
　(午後３時30分～)

　11月～３月
　(午後３時～)

　毎月第３火曜日　

幼児
児童
保護者

30人
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第３次朝霞市生涯学習計画 

実施計画（案） 

 

【令和６年度～令和８年度】 

 

一人一人が心豊かに 

ともに学び　生きるまち　あさか 

 



●● ５つの柱の位置づけ

●第３次朝霞市生涯学習計画の基本構想
　　　　　　　　　　　～朝霞市における生涯学習推進の考え方～

生涯学習人口の増加

一人一人が心豊かに ともに学び 生きるまち あさか

柱１ 新たな学びの“きっかけ”を提供します！

柱２ 使いやすい学びの“場”を提供します！

柱３ 多様な学びの”メニュー”を提供します！

柱４ 市民の学びの”主体性”を支えます！

柱５ 市民とともに学びを”協働”で推進します！

生涯学習環境の整備

活動リーダーの育成

団体の活動支援

柱１　新たな学びの

“きっかけ”を提供します！

市民が学習の提供主体へ

柱５　市民とともに学びを

“協働”で推進します！

生涯学習施策の推進体制

柱４　市民の学びの

“主体性”を支えます！

柱３　多様な学びの

“メニュー”を提供します！

柱２　使いやすい学びの

“場”を提供します！

朝霞版
知の循環型社会へ
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● 第３次朝霞市生涯学習計画の基本構想　

● 第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　　【施策の体系別事業一覧】・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

● 第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　

　　１　新たな学びの“きっかけ”を提供します！　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　　（１）生涯学習情報の充実

　　　（２）相談体制の充実

　　　（３）生涯学習のきっかけづくり

　　２　使いやすい学びの“場”を提供します！　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２

　　　（１）生涯学習推進拠点の充実

　　　（２）学びの場を広げる

　　３　多様な学びの“メニュー”を提供します！　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０

　　　（１）ともに生きる社会づくりに向けた学び

　　　（２）健やかで心豊かな人生のための学び

　　　（３）ライフステージに応じた学び

　　４　市民の学びの“主体性”を支えます！　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３９

　　　（１）学習活動の評価

　　　（２）人材・団体の育成

　　５　市民とともに学びを“協働”で推進します！　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４３

　　　（１）生涯学習推進体制の充実

● 第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　　【担当課別事業一覧】　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７

目　次



大柱 小柱 主な取組 担当課 ﾍﾟｰｼﾞ 掲載

1 広報事業 シティ･プロモーション課 4

 2 市民活動支援ステーション運営事業 再 地域づくり支援課 4 40

3 環境教育・環境学習の推進事業 再 環境推進課 4 25

4 生涯学習情報提供 生涯学習・スポーツ課 4

5 スポーツ情報提供 生涯学習・スポーツ課 5

6 博物館情報提供 文化財課 5

7 郷土の歴史や伝統・文化の情報提供 文化財課 5

8 公民館情報提供 中央公民館 6

9 図書館情報提供 図書館 6

10 選挙の啓発 選挙管理委員会 6

1 市民活動支援ステーション運営事業 再 地域づくり支援課 7 40

2 生涯学習相談事業 生涯学習・スポーツ課 7

3 スポーツ相談事業 生涯学習・スポーツ課 7

4 博物館学習支援事業 文化財課 8

5 公民館相談事業 中央公民館 8

6 図書館レファレンスサービス事業 図書館 8

1 市民活動支援ステーション運営事業 再 地域づくり支援課 9 40

2 男女平等推進事業 再 人権庶務課 9 21

3 生涯学習ボランティア事業 生涯学習・スポーツ課 9

4 あさか学習おとどけ講座 再 生涯学習・スポーツ課 9 41

5 市民企画講座 再 生涯学習・スポーツ課 9 41

6 スポーツ大会・教室推進事業 生涯学習・スポーツ課 10

7 スポーツ指導者の紹介事業 生涯学習・スポーツ課 10

8 公民館講座開催事業 中央公民館 10

9 読書案内・読書相談 図書館 11

１）公民館の充実 1 公民館管理運営事業 中央公民館 12

２）図書館の充実 1 図書館管理運営事業 図書館 12

３）博物館の充実 1 博物館管理運営事業 文化財課 13
４）スポーツ施設の充実 1 スポーツ施設管理運営事業 生涯学習・スポーツ課 13

1 学校体育施設開放事業 生涯学習・スポーツ課 14

2 放課後子ども教室事業 再 生涯学習・スポーツ課 14 36

1 市民会館管理運営事業 地域づくり支援課 14

2 市民センター管理運営事業 地域づくり支援課 15

3 市民活動支援ステーション管理事業 地域づくり支援課 15

4 産業文化センター管理運営事業 産業振興課 15

5 リサイクルプラザ管理運営事業 資源リサイクル課 16

6 コミュニティセンター管理運営事業 コミュニティセンター 16

7 総合福祉センター（はあとぴあ）管理運営事業 福祉相談課 16

8 児童館管理運営事業 こども未来課 17

9 子育て支援センター事業 再 保育課 17 32

10 老人福祉センター管理運営事業 長寿はつらつ課 17

11 健康増進センター管理運営事業 健康づくり課 17

12 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 再 みどり公園課 18 26

13 公園や広場の管理事業 みどり公園課 18

1 大学等の連携事業 生涯学習・スポーツ課 19

2 民間企業との連携事業 生涯学習・スポーツ課 19

3 共催・後援事業 生涯学習・スポーツ課 19

第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　【施策の体系別事業一覧】

事業名

１　新たな学びの“きっかけ”を提供します！

２　使いやすい学びの“場”を提供します！

（２）相談体
制の充実

１）学習相談の充実

５）学校施設の活用

（２）学びの
場を広げる

１）民間施設との連携

（１）生涯学
習情報の充実

１）生涯学習情報の発
信

（３）生涯学
習のきっかけ
づくり

１）生涯学習をはじめ
たい人への支援

（１）生涯学
習推進拠点の
充実

６）その他の公共施設
の活用
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第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　【施策の体系別事業一覧】

1 人権啓発事業 人権庶務課 20

2 平和事業 人権庶務課 20

3 男女平等推進事業 人権庶務課 21

4 共生社会の理念の普及 障害福祉課 21

5 人権教育事業　（学校教育） 教育指導課 21

6 人権教育事業　（社会教育） 生涯学習・スポーツ課 22

1 多文化共生推進事業 地域づくり支援課 22

2 日本語指導充実事業 教育指導課 22

3 国際理解教育事業 教育指導課 23

1 地域防災推進事業 危機管理室 23

2 防犯対策推進事業 危機管理室 23

3 消費者教育・啓発事業 地域づくり支援課 24

4 交通安全教育事業 まちづくり推進課 24

1 環境教育・環境学習の推進事業 環境推進課 25

2 ごみの減量・リサイクル推進啓発事業 資源リサイクル課 25

3 景観まちづくり推進事業 まちづくり推進課 25

4 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 みどり公園課 26

5 公園や広場の管理事業 再 みどり公園課 26 18

6 緑化推進事業 みどり公園課 26

7 花と緑のまちづくり事業 道路整備課 26

8 黒目川桜並木管理事業　黒目川花まつり 道路整備課 27

1 障害者スポーツ・レクリエーション事業 障害福祉課 28

2 健康増進センター管理運営事業 再 健康づくり課 28 17

3 健康教育事業 健康づくり課 28

4 スポーツ振興事業 生涯学習・スポーツ課 29

5 スポーツ団体等補助事業 再 生涯学習・スポーツ課 29 42

1 コミュニティ推進事業 地域づくり支援課 29

2 多文化共生推進事業 再 地域づくり支援課 30 22

3 音楽活動事業 教育指導課 30

4 図工・美術活動事業 教育指導課 30

5 芸術文化推進事業 生涯学習・スポーツ課 30

6 文化財保護普及事業 文化財課 31

1 子育て支援センター事業 保育課 32

2 母子健康教育事業 健康づくり課 32

3 家庭教育推進事業 生涯学習・スポーツ課 33

1 児童館管理運営事業 再 こども未来課 33 17

2 青少年健全育成事業 こども未来課 33

3 ふれあい推進事業 教育指導課 34

1 生きがいづくり活動支援事業 長寿はつらつ課 35

2 老人福祉センター管理運営事業 再 長寿はつらつ課 35 17

3 地域介護予防活動支援事業 長寿はつらつ課 35

4 生活支援体制整備事業 長寿はつらつ課 35

1 生きがいづくり活動支援事業 再 長寿はつらつ課 36 35

2 老人福祉センター管理運営事業 再 長寿はつらつ課 36 17

1 放課後子ども教室事業 生涯学習・スポーツ課 36

2 学校体育施設開放事業 再 生涯学習・スポーツ課 36 14

1 起業家育成支援事業 産業振興課 37

2 就労支援事業 産業振興課 37

3 農業振興支援事業 産業振興課 37

4 ビジネス支援サービス事業 図書館 38

３　多様な学びの“メニュー”を提供します！

１）共生社会に向けた
教育の支援

２）国際理解に向けた
学習の支援

３）安心・安全なくら
しと環境を守る学習活
動の推進

１）生涯スポーツ活
動・健康づくりの推進

２）芸術と文化の香り
あふれるまちづくりに
向けた学習の支援

１）家庭教育の充実

２）青少年の育成

３）高齢社会に対応した
学習活動の推進

４）多世代にわたる交
流・学習機会の提供

５）学校教育と社会教育
の連携

６）キャリアアップやス
キルアップに関する学習
の支援

（１）ともに
生きる社会づ
くりに向けた
学び

４）朝霞の緑を守る環
境学習の推進

（２）健やか
で心豊かな人
生のための学
び

（３）ライフ
ステージに応
じた学び
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第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　【施策の体系別事業一覧】

1 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 39 9

2 文化祭関連事業 生涯学習・スポーツ課 39

3 吹奏楽・器楽フェスティバル 教育指導課 39

1 市民活動支援ステーション運営事業 再 地域づくり支援課 40 40

2 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 40 9

3 市民企画講座 再 生涯学習・スポーツ課 40 41

4 家庭教育推進事業 再 生涯学習・スポーツ課 40 33

1 市民活動支援ステーション運営事業 地域づくり支援課 40

2 市民企画講座 生涯学習・スポーツ課 41

3 生涯学習ボランティア事業 再 生涯学習・スポーツ課 41 9

4 あさか学習おとどけ講座 生涯学習・スポーツ課 41

5 家庭教育推進事業 再 生涯学習・スポーツ課 41 33

6 スポーツ団体等補助事業 生涯学習・スポーツ課 42

1 社会教育委員会議 生涯学習・スポーツ課 43

2 スポーツ推進審議会 生涯学習・スポーツ課 43

3 文化財保護審議委員会議 文化財課 44

4 博物館協議会 文化財課 44

5 公民館運営審議会 中央公民館 44

6 図書館協議会 図書館 45

1 第3次朝霞市生涯学習計画実施計画 生涯学習・スポーツ課 45

2 スポーツ推進計画 生涯学習・スポーツ課 45

3 図書館サービス基本計画 図書館 46

4 子ども読書活動推進計画 図書館 46

４　市民の学びの“主体性”を支えます！

５　市民とともに学びを“協働”で推進します！

※１ 再・・・再掲（シートの記載は、もっとも該当する「主な取組」に掲載） 
       ( 再掲の事業名欄には、事業名、担当課、施策番号のみを記載）

（１）学習活
動の評価

１）学習活動の成果の発
表とその機会の充実

１）指導者の育成

２）市民主体の学習を
支援

１）推進体制の充実

２）実施計画の策定

（２）人材・
団体の育成

（１）生涯学
習推進体制の

充実
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担当課 事業名 ページ

シティ・プロモーション課 1-1-1-1 広報事業 4

危機管理室 3-1-3-1 地域防災推進事業 23
3-1-3-2 防犯対策推進事業 23

人権庶務課 3-1-1-3  男女平等推進事業 21
3-1-1-1 人権啓発事業 20
3-1-1-2 平和事業 20

地域づくり支援課 3-1-3-3 消費者教育・啓発事業 24
1-1-1-2 1-2-1-1 1-3-1-1 4-2-1-1 4-2-2-1 市民活動支援ステーション運営事業 40
2-1-6-1 市民会館管理運営事業 44
2-1-6-2 市民センター管理運営事業 15
2-1-6-3 市民活動支援ステーション管理事業 15
3-1-2-1  多文化共生推進事業 22
3-2-2-1 コミュニティ推進事業 29

産業振興課 2-1-6-4 産業文化センター管理運営事業 15
3-3-6-1 起業家育成支援事業 37
3-3-6-2 就労支援事業 37
3-3-6-3 農業振興支援事業 37

環境推進課 1-1-1-3 3-1-4-1 環境教育・環境学習の推進事業 25
資源リサイクル課 2-1-6-5 リサイクルプラザ管理運営事業 16

3-1-4-2 ごみの減量・リサイクル推進啓発事業 25
コミュニティセンター 2-1-6-6 コミュニティセンター管理運営事業 16
福祉相談課 2-1-6-7 総合福祉センター（はあとぴあ）管理運営事業 16
障害福祉課 3-1-1-4 共生社会の理念の普及 21

3-2-1-1 障害者スポーツ・レクリエーション事業 28
こども未来課 2-1-6-8 3-3-2-1 児童館管理運営事業 17

3-3-2-2 青少年健全育成事業 33
保育課 3-3-1-1  子育て支援センター事業 32
長寿はつらつ課 2-1-6-10 3-3-3-2 3-3-4-2 老人福祉センター管理運営事業 17

3-3-3-1 3-3-4-1 生きがいづくり活動支援事業 35
3-3-3-3 地域介護予防活動支援事業 35
3-3-3-4 生活支援体制整備事業 35

健康づくり課 2-1-6-11 3-2-1-2 健康増進センター管理運営事業 17
3-2-1-3 健康教育事業 28
3-3-1-2 母子健康教育事業 32

まちづくり推進課 3-1-3-4 交通安全教育事業 24
3-1-4-3 景観まちづくり推進事業 25

みどり公園課 2-1-6-12 3-1-4-4 基地跡地（朝霞の森）暫定利用事業 26
2-1-6-13 3-1-4-5 公園や広場の管理事業 18
3-1-4-6 緑化推進事業 26

道路整備課 3-1-4-7 花と緑のまちづくり事業 26
3-1-4-8 黒目川桜並木管理事業　黒目川花まつり 27

教育指導課 3-1-1-5 人権教育事業　（学校教育） 21
3-1-2-2 日本語指導充実事業 22
3-1-2-3 国際理解教育事業 23
3-2-2-3 音楽活動事業 30
3-2-2-4 図工・美術活動事業 30
3-3-2-3 ふれあい推進事業 34
4-1-1-3 吹奏楽・器楽フェスティバル 39

生涯学習・スポーツ課 1-1-1-4 生涯学習情報提供 4
1-1-1-5 スポーツ情報提供 5
1-2-1-2 生涯学習相談事業 7
1-2-1-3 スポーツ相談事業 7
1-3-1-3 4-1-1-1 4-2-1-2 4-2-2-3 生涯学習ボランティア事業 9
1-3-1-4 4-2-2-4 あさか学習おとどけ講座 41
1-3-1-5 4-2-1-3 4-2-2-2 市民企画講座 41
1-3-1-6 スポーツ大会・教室推進事業 10
1-3-1-7 スポーツ指導者の紹介事業 10
2-1-4-1 スポーツ施設管理運営事業 13
2-1-5-1 3-3-5-2 学校体育施設開放事業 14
2-1-5-2 3-3-5-1 放課後子ども教室事業 36
2-2-1-1 大学等の連携事業 19

第３次朝霞市生涯学習計画実施計画　　【担当課別事業一覧】

施策番号
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担当課 事業名 ページ施策番号
2-2-1-2 民間企業との連携事業 19
2-2-1-3 共催・後援事業 19
3-1-1-6 人権教育事業　（社会教育） 22
3-2-1-4 スポーツ振興事業 29
3-2-1-5 4-2-2-6 スポーツ団体等補助事業 42
3-2-2-5 芸術文化推進事業 30
3-3-1-3 4-2-1-4 4-2-2-5 家庭教育推進事業 33
4-1-1-2 文化祭関連事業 39
5-1-1-1 社会教育委員会議 43
5-1-1-2 スポーツ推進審議会 43
5-1-2-1 第3次朝霞市生涯学習計画実施計画 45
5-1-2-2 スポーツ推進計画 45

文化財課 1-1-1-6 博物館情報提供 5
1-1-1-7 郷土の歴史や伝統・文化の情報提供 5
1-2-1-4 博物館学習支援事業 8
2-1-3-1 博物館管理運営事業 13
3-2-2-6 文化財保護普及事業 31
5-1-1-3 文化財保護審議委員会議 44
5-1-1-4 博物館協議会 44

中央公民館 1-1-1-8 公民館情報提供 6
1-2-1-5 公民館相談事業 8
1-3-1-8 公民館講座開催事業 10
2-1-1-1 公民館管理運営事業 12
5-1-1-5 公民館運営審議会 44

図書館 1-1-1-9 図書館情報提供 6
1-2-1-6 図書館レファレンスサービス事業 8
1-3-1-9 読書案内・読書相談 11
2-1-2-1 図書館管理運営事業 12
3-3-6-4 ビジネス支援サービス事業 38
5-1-1-6 図書館協議会 45
5-1-2-3 図書館サービス基本計画 46
5-1-2-4 子ども読書活動推進計画 46

選挙管理委員会 1-1-1-10 選挙の啓発 6

※
※

複数の柱や取組に関係する事業は、もっとも関係のある「主な取組」に掲載
は、再掲
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社会教育法　抜粋 

発令    ：昭和 24 年 6 月 10 日号外法律第 207 号 

最終改正：平成 29 年 3 月 31 日号外法律第 5 号 

 

第四章　社会教育委員 

（社会教育委員の設置） 

第十五条　都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２　社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

第十六条　削除〔平成一一年七月法律八七号〕 

（社会教育委員の職務） 

第十七条　社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行

う。 

一　社会教育に関する諸計画を立案すること。 

二　定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べ

ること。 

三　前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

２　社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることがで

きる。 

３　市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に

関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、

助言と指導を与えることができる。 

（社会教育委員の委嘱の基準等） 

第十八条　社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要

な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委

嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

第十九条　削除〔昭和三四年四月法律一五八号〕 
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社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定める

に当たって参酌すべき基準を定める省令 

発令    ：平成 23 年 12 月 1 日文部科学省令第 42 号 

最終改正：平成 25 年 9 月 10 日文部科学省令第 25 号 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成二十三年法律第百五号）の一部の施行に伴い、及び社会教育法（昭和

二十四年法律第二百七号）第三十条第二項の規定に基づき、公民館運営審議会の委員

の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令を次のように定め

る。 

社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当た

って参酌すべき基準を定める省令 

（社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準） 

第一条　社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。）第十八条の文部

科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する

活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。 

（公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準） 

第二条　法第三十条第二項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の

関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱

することとする。 

 

附　則 

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附　則〔平成二五年九月一〇日文部科学省令第二五号〕 

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

 

 

 

 



朝霞市社会教育委員設置条例 

発令    ：昭和 30 年 4 月 1 日条例第 7 号 

最終改正：平成 26 年 3 月 31 日条例第 1 号 

 
第１条　社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）第 15 条に基づき、朝霞市に社会教育委員

（以下「委員」という。）を置く。 

第２条　委員の定数は、15 人以内とする。 

２　委員は、次に掲げる者のうちから朝霞市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委

嘱する。 

(１)　学識経験を有する者 

(２)　学校教育関係者 

(３)　社会教育関係者 

(４)　家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(５)　公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民 

第３条　委員の任期は、２年とする。 

２　教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができ

る。 

３　委員の欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。 

４　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 第４条　この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育

委員会がこれを定める。 

  

附　則 

この条例は、昭和 25 年４月１日から施行する。 

附　則（昭和 27 年条例第 26 号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 27 年６月 23 日から適用する。 

附　則（昭和 56 年条例第 16 号） 

この条例は、昭和 56 年７月１日から施行する。 

附　則（平成 26 年条例第１号） 

この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。
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朝霞市社会教育委員会議規則 

発令    ：平成 16 年 4 月 16 日教育委員会規則第 5 号 

最終改正：平成 26 年 2 月 25 日教育委員会規則第 2 号 

 

 

（趣旨） 

第１条　この規則は、朝霞市社会教育委員（以下「委員」という。）の会議に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（議長及び副議長） 

第２条　委員の会議（以下「会議」という。）に議長及び副議長を置く。 

２　議長及び副議長は、委員の互選により定める。 

３　議長は、会議を主宰する。 

４　副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条　会議は、朝霞市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が招集する。 

２　会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（庶務） 

第４条　会議の庶務は、生涯学習部生涯学習・スポーツ課において処理する。 

（委任） 

第５条　この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

附　則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成 26 年教委規則第２号） 

この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。



 

 

令和７年度放課後子ども教室事業について 

 

１　事業名　令和７年度放課後子ども教室事業（居場所提供型） 

 

２　目的　　放課後子ども教室（プログラム提供型）を土曜日及び夏休み期間中に実施している。

放課後の子どもたちの居場所をさらに充実させるため、近隣市で実施している平日

の放課後子ども教室事業（居場所提供型）を令和７年度から開始する。　 

 

３　実施校　・朝霞市立朝霞第六小学校　　朝霞市本町１－２５－１（学校内） 

　　　　　　・朝霞市立朝霞第八小学校　　朝霞市栄町５－１－４１（学校内） 

　　　　　【選定理由】 

関係部署で構成する庁内対策連絡会において、令和７年度の放課後児童クラブの

申請者の見込数などを参考に候補となる学校を選定したうえで、空き教室の見込み

や、民間学童保育の状況等について、関係部署との調整を経て、第六小及び第八小

学校を選定した。 

 

４　事業内容 

 

５　委託業者 

　　　特定非営利活動法人　三楽 

６　保護者説明会 

　　

 学校名 日時 場所

 朝霞市立朝霞第六小学校 ３月２日（日）午前 10 時 

３月３日（月）午後 6 時

市民会館ホール

 朝霞市立朝霞第八小学校 ２月２３日（日）午前 10 時 

２月２７日（木）午後 6時

中央公民館・コミュニテ

ィセンターホール

 対　　　　象 当該小学校に在籍する児童

 実 施 日 月曜日～金曜日 

※休日は、祝日及び１２月２９日から翌１月３日までの年末年始 

　及び夏季休業中の学校閉庁期間

  

運 営 時 間

放課後～午後５時（冬季は午後４時３０分） 

三季休業中等、１日利用日は午前９時～午後５時（冬季は午後４時３０分） 

※冬季とは、１０月から翌２月までの期間とする。

 登 録 定 員 なし（１日当たりの利用者定員 100 人）

 ７年度開始日 2年生～6年生　４月８日 

１年生　給食開始後

 保護者負担費用 年間 2,000 円（保険料 800 円、入退室管理システム利用料 1,200 円）
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